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当社取締役及び監査役に対する新たな株式報酬制度の 

導入時期等変更に関するお知らせ（変更） 

 

 当社は、平成 29 年 6 月 14 日付「当社取締役及び監査役に対する新たな株式報酬制度の

導入に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社取締役及び監査役に対す

る新たな「株式報酬制度」（以下「本制度」といいます。）を導入することを決定し、平成

29 年 7 月 28 日開催の第 13 期定時株主総会において承認されましたが、本日開催の取締役

会において、本制度に係る信託契約日等を変更いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、当社の従業員向け株式交付信託の導入に係る検討状況につきましては、本日付「従

業員向け株式交付信託の導入に係る検討状況に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

１．本制度に係る信託契約日等の変更について 

   平成 29 年 6月 14 日付適時開示資料より抜粋 

 

 （ご参考：本信託の概要） 

 ① 名称 ：役員向け株式交付信託 

 ② 委託者 ：当社 

 ③ 受託者 ：（変更前）三井住友信託銀行株式会社 

            （再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 

（変更後）みずほ信託銀行株式会社 

            （再信託受託者：資産管理サービス信託銀行株式会社） 

 ④ 受益者 ：取締役及び監査役のうち受益者要件を満たす者 

 ⑤ 信託管理人 ：当社及び当社役員と利害関係のない第三者を選定する予定であります 

 ⑥ 信託の種類 ：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 
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 ⑦ 信託契約の締結日 ：（変更前）平成 29 年 9月（予定） 

（変更後）未定 

 ⑧ 金銭を信託する日  ：（変更前）平成 29 年 9月（予定） 

（変更後）未定 

 ⑨ 信託の期間  ：（変更前）平成 29年 9月（予定）～平成 32年 10月（予定） 

（変更後）未定（なお、終期は平成 32年 10月とする予定であ

ります。） 

 

２．変更の理由 

 本制度につき、受託者を当初予定していた候補から変更したこと等に伴い、詳細内容の

検討に時間を要しておりましたところ、平成 30年 4月期第 3四半期も終盤にさしかかって

まいりました。今般、本制度の受託者をみずほ信託銀行株式会社とすることを決定し、業

績連動性も有する本制度の性格をも勘案してその制度開始時期を平成 31年 4月期からとす

ることも含め、適切に導入するべく慎重に検討を進めております。 

 

３．今後の予定 

 本制度に係る信託契約日、株式の取得価格の総額、株式の取得方法等の詳細が決定いた

しましたら速やかにお知らせいたします。 

 

以上 

 


